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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成23年8月18日(2011.8.18)

【公開番号】特開2010-73893(P2010-73893A)
【公開日】平成22年4月2日(2010.4.2)
【年通号数】公開・登録公報2010-013
【出願番号】特願2008-239751(P2008-239751)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  25/065    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  25/07     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  25/18     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  25/08    　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成23年6月30日(2011.6.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開口部を有し、該開口部の周囲にリード部が櫛歯状に延在するように成形されたリード
フレームと、
　前記リードフレームの開口部に、フェイスダウンの態様で配置された第１の半導体素子
と、
　前記第１の半導体素子上にフェイスアップの態様で搭載され、その電極パッドがワイヤ
を介して前記リードフレームのリード部に接続された第２の半導体素子と、
　前記第１の半導体素子及び前記リードフレームをその一面側に搭載する態様で設けられ
た積層配線層と、
　前記積層配線層上の前記リードフレームと前記第１、第２の半導体素子及び前記ワイヤ
を埋め込むように形成された封止樹脂層とを備え、
　前記積層配線層は、前記第１の半導体素子の電極パッド及び前記リードフレームのリー
ド部からそれぞれひき出された配線パターンが、前記積層配線層の他面側に設けられるパ
ッド部と電気的に繋がるようにそれぞれパターン形成された複数の配線層を含むことを特
徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記リードフレームの開口部は、前記第１の半導体素子が配置される第１の開口部と、
その周囲にリード部が櫛歯状に延在するように成形された第２の開口部とを有し、
　前記第２の半導体素子は、前記第１の半導体素子より大きいサイズを有し、その周辺部
分が前記第１、第２の開口部間のリードフレーム部分で支持された構造を有することを特
徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記第２の半導体素子は、前記第１の半導体素子より大きいサイズを有し、その周辺部
分が前記リードフレームの各リード部で支持された構造を有することを特徴とする請求項
１に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記第１の半導体素子として複数個の半導体素子が、前記リードフレームの開口部に並
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設されていることを特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記第１、第２の各半導体素子の厚さは、前記リードフレームのリード部の厚さと同じ
であることを特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項６】
　開口部を有し、該開口部の周囲にリード部が櫛歯状に延在するように成形されたリード
フレームを、フィルム状の基材に貼り付けたものを用意する工程と、
　前記基材上の、前記リードフレームの開口部に対応する部分に、第１の半導体素子をフ
ェイスダウンの態様で搭載する工程と、
　前記第１の半導体素子上に第２の半導体素子をフェイスアップの態様で搭載し、さらに
該第２の半導体素子の電極パッドと前記リードフレームのリード部とをワイヤにより接続
する工程と、
　前記基材上の前記リードフレームと前記第１、第２の半導体素子及び前記ワイヤを埋め
込むように封止樹脂で封止する工程と、
　前記基材を除去する工程と、
　前記第１の半導体素子の電極パッド及び前記リードフレームのリード部からそれぞれ配
線パターンをひき出し、以降、所要の数の配線層を積層する工程であって、前記配線パタ
ーンが、積層後の配線層の露出する面側に設けられるパッド部と電気的に繋がるように各
配線層を積層する工程とを含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　前記リードフレームを前記基材に貼り付けたものを用意する工程において、前記リード
フレームを、第１の半導体素子が配置される第１の開口部と、その周囲に前記リード部が
櫛歯状に延在するように成形された第２の開口部とを有するように成形し、
　前記第１の半導体素子上に前記第２の半導体素子を搭載し、さらに該第２の半導体素子
の電極パッドと前記リードフレームのリード部とをワイヤにより接続する工程において、
前記第１の半導体素子より大きいサイズを有した第２の半導体素子を、その周辺部分を前
記第１、第２の開口部間のリードフレーム部分上に位置合わせして搭載することを特徴と
する請求項６に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　前記第１の半導体素子上に前記第２の半導体素子を搭載し、さらに該第２の半導体素子
の電極パッドと前記リードフレームのリード部とをワイヤにより接続する工程において、
前記第１の半導体素子より大きいサイズを有した第２の半導体素子を、その周辺部分を前
記リードフレームの各リード部上に位置合わせして搭載することを特徴とする請求項６に
記載の半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　前記第１の半導体素子を搭載する工程において、前記基材上の、前記リードフレームの
開口部に対応する部分に、該第１の半導体素子として複数個の半導体素子を並設すること
を特徴とする請求項６に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記第１、第２の各半導体素子の厚さは、前記リードフレームのリード部の厚さと同じ
であることを特徴とする請求項６に記載の半導体装置の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　かかる従来技術に関連する技術としては、例えば、特許文献１に記載された半導体装置
及びその製造方法がある。また、特許文献２に記載された半導体装置及びその製造方法、
特許文献３に記載された半導体装置、特許文献４に記載された半導体装置がある。
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【特許文献１】特開２００６－２６１５０９号公報
【特許文献２】特開２００８－９１４１８号公報
【特許文献３】特開２００２－８３９０２号公報
【特許文献４】特開昭６０－１８２７３１号公報
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８１】
　この後（図９（ｃ）～図１０（ｄ）の工程）、上述した図３（ｃ）～図４（ｄ）の工程
で行った処理と同じ処理を経て、本実施形態の半導体装置７０（図７）が製造される。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９４】
　次の工程では（図１５（ｂ）参照）、図３（ｂ）の工程で行った処理と同様にして、下
側チップ３０上に、上側チップ３２ａを、その電極パッド３３ａが形成されている側の面
を上にしたフェイスアップの態様で搭載する。その際、上側チップ３２ａの周辺部分をリ
ードフレーム２０ｂのリード部２２の先端部上に位置合わせし、各チップ３０，３２ａの
裏面に付着しているダイ・アタッチ・フィルムの粘着性を利用して各チップ３０，３２ａ
を規定の位置に保持する。さらに、上側チップ３２ａの電極パッド３３ａとリードフレー
ム２０ｂの対応するリード部２２とをボンディングワイヤ３４ａにより接続する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９５】
　この後（図１５（ｃ）～図１６（ｄ）の工程）、上述した図３（ｃ）～図４（ｄ）の工
程で行った処理と同じ処理を経ることで、本実施形態の半導体装置８０（図１３）が製造
される。
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